
平 成 30 年
４月27日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
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告
示

国
土
調
査
の
指
定
（
政
策
企
画
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

救
急
病
院
の
認
定
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医
療
政
策
課
）
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急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
砂
防
課
）

一

…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
案
の
縦
覧
（
自
然
保
護
課
）
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…

家
畜
商
講
習
会
の
開
催
（
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
）
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…

土
地
改
良
区
役
員
の
届
出
（
農
村
整
備
課
）
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公
共
測
量
の
実
施
の
終
了
（
監
理
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…

建
築
士
の
免
許
の
取
消
し
（
建
築
指
導
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…

○
雑
報

県
報
の
正
誤
（
平
成
三
十
年
四
月
十
三
日
山
口
県
公
告
（
七
四
）
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
八
十
二
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

国
土
調
査
の
指
定
を
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

地
籍
調
査
を
行
う
者
の
名
称

下
関
市
及
び
平
生
町

二

調
査
地
域

下
関
市
彦
島
江
の
浦
町
一
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
四
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
五
丁
目
、
彦
島
江
の

浦
町
六
丁
目
、
彦
島
江
の
浦
町
七
丁
目
及
び
彦
島
江
の
浦
町
八
丁
目

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
町
及
び
大
字
平
生
村

三

調
査
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

指
定
の
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
一
日

山
口
県
告
示
第
百
八
十
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

機
構
関
門
医
療
セ
ン
タ
ー

下
関
市
長
府
外
浦
町
一
番
一
号

平
成
三
三
、

四
、
一
四

山
口
県
告
示
第
百
八
十
四
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
八
年
山
口
県
告
示
第
百
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

芝
原
地
区
に
関
す
る
部
分
二

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一

号
と
十
一
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

一
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市

名

大

字

名

字

名

地

番

標

柱

番

号

防

府

市

野

島

大

山

六
〇
九

一
号

〃

〃

〃

二
五
二
第
一

二
号

〃

〃

〃

二
五
二
第
一

三
号

〃

〃

〃

六
一
一
の
二

四
号

〃

〃

〃

六
一
一
の
二

五
号

〃

〃

〃

六
一
九

六
号

〃

〃

西

ノ

岡

六
二
七
の
一

七
号

〃

〃

〃

六
二
六

八
号

〃

〃

矢

取

五
六
三

九
号

〃

〃

清

水

五
七
三
の
二

十
号

〃

〃

大

山

六
一
七

十
一
号

山
口
県
告
示
第
百
八
十
五
号

山
口
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
告
示
第
四
百

六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一
の
表
中
「
防
府
交
通
安
全
協

会
会
長

兼
重
信

夫

」
を
「
防
府
交
通
安
全
協

会
会
長

斉
藤
旭
」
に
改
め
る
。

公

告

（
九
四
）
特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
案
の
縦
覧

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
別
保
護
地
区
を
指
定
し
た
い
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
指
定
に
係
る
特
別
保
護
地
区
の
名
称
、
区

域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま

す
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称

根
笠
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

特
別
保
護
地
区
の
区
域

根
笠
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
（
面
積

二
ヘ
ク
タ
ー
ル
）

三

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

㈠

特
別
保
護
地
区
の
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地

㈡

指
定
の
目
的

当
該
区
域
は
、
広
葉
樹
を
中
心
と
し
た
森
林
を
有
し
、
ヤ
マ
ガ
ラ
、
メ
ジ
ロ
、
エ
ナ
ガ
等
の
各

種
の
鳥
獣
に
と
っ
て
良
好
な
生
息
環
境
に
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地
区

と
し
て
指
定
し
、
当
該
区
域
内
の
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
地
の
保
護
を
図
る
。

五

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
十
日
ま
で

六

縦
覧
の
場
所

山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
岩
国
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称

千
坊
大
峯
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二

特
別
保
護
地
区
の
区
域

千
坊
大
峯
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
（
面
積

四
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
）

三

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
四
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

四

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

㈠

特
別
保
護
地
区
の
区
分

二
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森
林
鳥
獣
生
息
地

㈡

指
定
の
目
的

当
該
区
域
は
、
広
葉
樹
を
中
心
と
し
た
森
林
を
有
し
、
メ
ジ
ロ
、
ウ
グ
イ
ス
、
ヤ
マ
ガ
ラ
等
の

各
種
の
鳥
獣
に
と
っ
て
良
好
な
生
息
環
境
に
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地

区
と
し
て
指
定
し
、
当
該
区
域
内
の
鳥
獣
及
び
そ
の
生
息
地
の
保
護
を
図
る
。

五

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
十
日
ま
で

六

縦
覧
の
場
所

山
口
県
周
南
農
林
水
産
事
務
所

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
周
南
農
林
水
産
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

（
九
五
）
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
商
講

習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
の
対
象
と
な
る
者

家
畜
の
取
引
の
事
業
を
営
む
た
め
、
家
畜
商
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

平
成
三
十
年
六
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
及
び
同
月
二
十
七
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
九

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

㈡

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁
農
林
水
産
部
二
号
会
議
室

三

講
習
の
科
目
及
び
時
間

科

目

時

間

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

四

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

四

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

六

四

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
願
書
に
家
畜
商
講
習
会
受
講
手
数
料
三
千
四
百
八
十
円
に

相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
及
び
写
真
（
縦
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
）
を

貼
っ
て
、
県
内
に
居
住
す
る
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
水
産
事
務
所
又
は

農
林
事
務
所
の
畜
産
部
に
、
県
外
に
居
住
す
る
者
に
あ
っ
て
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号

七
五
三－

八
五
〇
一
）
山
口
県
農
林
水
産
部
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

五

受
講
願
書
の
提
出
期
限

平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日
（
月
曜
日
）

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林
水
産
部
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

三
三
九
五
）
又
は
最
寄
り
の
農
林
水
産
事
務
所
若
し
く
は
農
林
事
務
所

の
畜
産
部
に
す
る
こ
と
。

（
九
六
）
土
地
改
良
区
の
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地

改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

就
任
し
た
役
員

土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

下
関
市
豊
北
町
農
地
開
発

土
地
改
良
区

理

事

杉
井

正
剛

下
関
市
豊
北
町
大
字
田
耕
九
二
一

〃

〃

永
岡

学

〃

豊
北
町
大
字
滝
部
二
二
六
九

〃

〃

佐
々
木
磯
址

〃

〃

三
七
五
四
の
六

〃

〃

末
田

利
美

〃

〃

一
六
六
六

〃

〃

松
田

清

〃

〃

一
一
〇
一
の
一

〇

〃

〃

白
石

隆
雄

〃

豊
北
町
大
字
阿
川
一
二
八
八

〃

監

事

河
田
征
四
郎

〃

豊
北
町
大
字
北
宇
賀
二
八
九
〇

〃

〃

藤
田

芳
幸

〃

豊
北
町
大
字
滝
部
三
一
一
三
の
一

二

退
任
し
た
役
員

二
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土
地
改
良
区
の
名
称

理
事
の
別

監
事

氏

名

住

所

下
関
市
豊
北
町
農
地
開
発

土
地
改
良
区

理

事

杉
井

正
剛

下
関
市
豊
北
町
大
字
田
耕
九
二
一

〃

〃

永
岡

学

〃

豊
北
町
大
字
滝
部
二
二
六
九

〃

〃

佐
々
木
磯
址

〃

〃

三
七
五
四
の
六

〃

〃

末
田

利
美

〃

〃

一
六
六
六

〃

〃

松
田

清

〃

〃

一
一
〇
一
の
一

〇

〃

〃

白
石

隆
雄

〃

豊
北
町
大
字
阿
川
一
二
八
八

〃

監

事

河
田
征
四
郎

〃

豊
北
町
大
字
北
宇
賀
二
八
九
〇

〃

〃

藤
田

芳
幸

〃

豊
北
町
大
字
滝
部
三
一
一
三
の
一

（
九
七
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
関
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

り
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
五
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
ま
で

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

二

作
業
の
地
域

下
関
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
九
年
八
月
二
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
ま
で

（
九
八
）
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建

築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

氏

名

二
級
建
築
士
又
は

木
造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
年
月
日

免
許
の
取
消
し
の
理
由

村
上

誠
一

二
級
建
築
士

第
四
二
五
四
号

平
成
三
〇
、

四
、
一
六

死
亡

河
上

拓
矢

二
級
建
築
士

第
一
〇
〇
九
二

号

平
成
三
〇
、

四
、
一
六

欠
格
事
由

（
九
九
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

岩
国
市
玖
珂
町
字
新
町
後
地
（
二
工
区
）

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者

岩
国
市

雑

報

正

誤

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日
山
口
県
公
告
（
七
四
）
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
）

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正 四
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二

上

一
〇

下
関
市
大
和
町
二
丁
目
一
四
番●

二
号●

下
関
市
大
和
町
二
丁
目
一
四
の䀝

二

四
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平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
四
月
二
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


